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第７編１－６－２材料の規定によるものとする。 

７－３－３－３ 捨 石 工

捨石工の施工については、第３編２－３－19捨石工の規定によるものとする。 

７－３－３－４ 吸出し防止工 

１．受注者は、ふとんかごの詰石にあたっては、ふとんかごの先端から逐次詰込み、空隙を少なくしな

ければならない。 

２．受注者は、ふとんかごの連結にあたっては、ふとんかご用鉄線と同一の規格の鉄線で緊結しなけれ

ばならない。 

３．受注者は、ふとんかごの開口部を詰石後、かごを形成するものと同一の規格の鉄線をもって緊結し

なければならない。 

４．受注者は、アスファルトマットの目地処理は重ね合わせとし、重ね合わせ幅は50cm以上としなけれ

ばならない。 

第４節 海域堤本体工 

７－３－４－１ 一般事項 

１．本節は、海域堤本体工して捨石工、海岸コンクリートブロック工、ケーソン工、セルラー工その他

これらに類する工種について定めるものとする。 

２．海域堤本体工の施工については、第７編２－５－１一般事項の規定によるものとする。 

７－３－４－２ 捨 石 工 

捨石工の施工については、第３編２－３－19捨石工の現定によるものとする。 

７－３－４－３ 海岸コンクリートブロック工 

海岸コンクリートブロック工の施工については、第７編１－５－６海岸コンクリートブロック工の規

定によるものとする。 

７－３－４－４ ケーソン工 

ケーソン工の施工については、第７編２－５－11ケーソン工の規定によるものとする。 

７－３－４－５ セルラー工 

セルラー工の施工については、第７編２－５－12セルラー工の規定によるものとする。 

７－３－４－６ 場所打コンクリート工 

受注者は、場所打コンクリート工の施工については、第１編３章無筋・鉄筋コンクリートの規定によ 

るものとする。 
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第４章 浚  渫（海岸） 

第１節 適  用 

１．本章は、海岸工事における浚渫工（ポンプ浚渫船）、浚渫工（グラブ船）浚渫土処理工、仮設工、そ

の他これらに類する工種について適用するものとする。 

２．仮設工は、第３編第２章第10節仮設工の規定によるものとする。 

３．本章に特に定めのない事項については、第１編共通編、第２編材料編、第３編土木工事共通編の規

定によるものとする。 

４．受注者は、工事期間中、１日１回は潮位観測を行い記録しておかなければならない。 

第２節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、関係基準等によらなければならない。 

第３節 浚 渫 工（ポンプ浚渫船） 

７－４－３－１ 一般事項 

１．本節は、浚渫工（ポンプ浚渫船）として浚渫船運転工、作業船及び機械運転工、配土工、その他こ

れらに類する工種について定めるものとする。 

２．受注者は、浚渫の作業位置、測量、サンプリング調査、数量、浚渫船、浚渫土砂、余水処理につい

ては、設計図書によらなければならない。 

３．受注者は、浚渫工の施工については、施工前に台風等の異常気象に備えて作業船及び作業に使用す

る機械の避難場所の確保及び退避設備の対策を講じなければならない。 

４．受注者は、浚渫工の施工について、船舶航行に支障をきたす物件を落とした場合には、直ちに関係

機関に通報及び監督職員に連絡するとともに、速やかに取り除かなければならない。 

５．受注者は、浚渫工の施工については、施工区域に標識及び量水標を設置しなければならない。 

６．受注者は、浚渫工の施工において、潮位及び潮流、波浪、風浪等の海象・気象の施工に必要な資料

を施工前に調査しなければならない。 

７．受注者は、浚渫工の施工において、船の固定、浚渫時の海水汚濁等についての対策を講じなければ

ならない。 

７－４－３－２ 浚渫船運転工 

浚渫船運転工の施工については、第３編２－16－３浚渫船運転工の規定によるものとする。 

７－４－３－３ 作業船及び機械運転工 

作業船及び機械運転工の施工については、第６編２－３－３作業船及び機械運転工の規定によるもの

とする。 
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７－４－３－４ 配 土 工 

１．配土工の施工については、第３編２－16－２配土工の規定によるものとする。 

２．受注者は、配送管からの漏水により、堤体への悪影響及び付近への汚染が生じないようにしなけれ

ばならない。 

第４節 浚 渫 工（グラブ船） 

７－４－４－１ 一般事項 

１．本節は、浚渫工（グラブ船）として浚渫船運転工、作業船運転工、配土工、その他これらに類する

工種について定めるものとする。 

２．受注者は、浚渫の作業位置、測量、サンプリング調査、数量、浚渫船、浚渫土砂、余水処理につい

ては、設計図書によらなければならない。 

３．受注者は、浚渫工の施工については、施工前に台風等の異常気象に備えて作業船及び作業に使用す

る機械の避難場所の確保及び退避設備の対策を講じなければならない。 

４．受注者は、浚渫工の施工について、船舶航行に支障をきたす物件を落とした場合には、直ちに関係

機関に通報及び監督職員に連絡するとともに、速やかに取り除かなければならない。 

５．受注者は、浚渫工の施工については、施工区域に標識及び量水標を設置しなければならない。 

６．受注者は、浚渫工の施工において、潮位及び潮流、波浪、風浪等の海象・気象の施工に必要な資料

を施工前に調査しなければならない。 

７．受注者は、浚渫工の施工において、船の固定、浚渫時の海水汚濁等についての対策を講じなければ

ならない。 

７－４－４－２ 浚渫船運転工 

浚渫船運転工の施工については、第３編２－２－16－３浚渫船運転工の規定によるものとする。 

７－４－４－３ 作業船運転工 

作業船及び機械運転工の施工については、第６編２－４－３作業船運転工の規定によるものとする。 

７－４－４－４ 配 土 工 

配土工の施工については、第３編２－16－２配土工の規定によるものとする。 

第５節 浚渫土処理工 

７－４－５－１ 一般事項 

本節は、浚渫土処理工として浚渫土処理工、その他これらに類する工種について定めるものとする。 
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７－４－５－２ 浚渫土処理工 

受注者は、浚渫土処理工にあたっては、第６編２－６－２浚渫土処理工の規定によるものとする。 


